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問 	「住宅リフォーム資金
助成事業」は地域経済の
活性化及び居住環境の
向上を図ることを目的
に平成23年度から３ヵ
年実施し、本年度は、人
口定住の促進を図る目
的とし、空き家も対象と

して町外の方も申請ができる事業として延
長。実際に住宅の改善を促進すると共に、地
元業者の仕事づくりや地域経済の活性化に
も繋がる。
　昨今の経済状況の中、是非とも何らかの形
で事業を継続してほしいと願う声は多い。経
営状況が、若干なりとも上向いてくれれば、
税収増にも繋がる一挙両得とも言える制度。
町長の見解を問う。

答 	地元業者や住民の方に大変好評の中、今
年４月からの消費税引き上げに伴う個人消費
の落ち込みによる地域経済の低迷も考慮し、
１年延長してきた。
　施工業者は、４年間で100法人及び個人
事業主が、延べ977件事業を実施し、助成
額は5,621万 3千円、助成金対象工事費は
併せて8億 8,200 万円にも達しており、事
業とし、緊急的な経済対策とし一定の効果が
あったと認識している。公平・公益性からも
また限定的な
施策であり、財
源も町単独予
算であること
から、今後に
ついては慎重
に検討する。

尾 元 　 武 議員 地元循環経済の為更なる延長を！


